
普通財産上三川町生沼家住宅の貸付けに関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町が所有する普通財産上三川町生沼家住宅（以

下「生沼家住宅」という。）に関し、その恒久的な活用方法が定まる

までの間、暫定的に貸し付けることについて、上三川町財務規則（平

成１０年上三川町規則第１６号）に定めるもののほか、生沼家住宅

の利用に関し必要な事項を定めるものとする。 

（施設及び位置） 

第２条 生沼家住宅の施設の構成は、次に掲げる施設とする。 

(1) 店舗及び主屋及び土蔵 

(2) 茶室 

(3) 居宅 

(4) 庭園その他 

２ 生沼家住宅の位置は、上三川町大字上三川４９７８番地１とする。 

（利用可能時間） 

第３条 生沼家住宅の利用可能時間は、１２月２９日から翌年１月３

日を除く午前９時から午後９時まで（準備及び撤去含む。）とする。

ただし、上三川町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が特別

の理由があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することが

できる。 

（利用申請及び許可） 

第４条 生沼家住宅を利用しようとする者（以下「申請者」という。）

は、あらかじめ、上三川町生沼家住宅利用許可申請書（別記様式第

１号）を教育委員会に提出し、教育委員会の許可を受けなければな

らない。 

２ 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、

生沼家住宅を利用することが適当と認めるときは、速やかに上三川



町生沼家住宅利用許可書兼領収書（別記様式第１号）により、当該

申請者に交付するものとする。 

３ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、生沼家住

宅の利用を許可しない。 

(1) この要綱の規定に違反して利用するとき。 

(2) 生沼家住宅の建物、設備又は展示物等を損傷し、又は滅失する

おそれがあるとき。 

(3) 職員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行

為があったとき。 

４ 教育委員会は、利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）

がこの要綱に違反したとき又は違反するおそれがあるときは、利用

許可を取り消すことができる。 

（利用の制限） 

第５条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、生

沼家住宅の利用を制限することができる。 

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者 

(2) 銃器、火薬類等他人に危害を及ぼすおそれのある物品を携行す

る者 

(3) 指定場所以外で火気を使用する者 

(4) 職員の指示に従わない者 

(5) 立入禁止区域に入る者 

(6) その他生沼家住宅の保存及び管理に支障を及ぼす行為をする者 

（貸付料） 

第６条 生沼家住宅の貸付料は、第２条第１項に掲げる施設ごとに１

回（１日の利用可能時間を上限とする。）あたり別表に定める金額と

する。 

（貸付料の免除） 



第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付

料を免除することができる。 

(1) 地方公共団体 

(2) 教育機関 

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。 

（貸付料の還付） 

第８条 既に納入された貸付料は、還付しない。ただし、利用者の責

めに帰さない理由により利用することができないときは、この限り

でない。 

（利用完了） 

第９条 利用者は、その利用が終わったときは、教育委員会に上三川

町生沼家住宅利用完了届（別記様式第２号）を提出し、確認を受け

なければならない。 

２ 利用者は、教育委員会が実施する利用者アンケート調査に協力し

なければならない。 

（原状回復義務） 

第１０条 利用者は、生沼家住宅の建物、設備又は展示物等を損傷し、

又は滅失したときは、原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第１１条 利用者は、前条の規定による原状回復ができないときは、

教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年８月１日から施行する。 

（失効） 



２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

別表（第６条関係） 

施設名等 単位 金額 

店舗及び主屋及び土蔵 １回 １００円 

茶室 １回 ５０円 

居宅 １回 １，０００円 

庭園その他 ２５㎡あたり１回 ５０円 



別記様式第１号（第４条関係） 

上三川町生沼家住宅利用許可申請書 

年  月  日   

  上三川町教育委員会 宛て 

申請者 団体名              

住 所              

氏 名              

電 話              

 
普通財産上三川町生沼家住宅の貸付けに関する要綱第４条第１項の規定により下記のとおり申

請します。 

利用日時 

年  月  日 午前・午後  時  分 

～ 

年  月  日 午前・午後  時  分 

利用目的  

利用人員 人 

利用施設 □ 店舗及び主屋及び土蔵  □ 茶室  □ 居宅  □ 庭園その他（  区画） 

持込物品 □ 有（                    ）  □ 無 

免 除 □ 有      □ 無 

 

上三川町生沼家住宅利用許可書兼領収書 

    年  月  日 

上記の申請については、普通財産上三川町生沼家住宅の貸付けに関する要綱第４条第２項の

規定により上三川町生沼家住宅の利用を許可します。 

また、その貸付料として下記の金額を領収しました。 

上三川町教育委員会  

適格請求書発行事業者 上三川町  

登録番号：T8000020093017 

貸
付
料 

建物貸付料    円×        回＝        円 領収日付印 

土地貸付料    円×  区画×   回＝        円  

合計(税込)        円 内消費税額   円 

免   除 □ 有      □ 無 



別記様式第２号（第９条関係） 

上三川町生沼家住宅利用完了届 

普通財産上三川町生沼家住宅の貸付けに関する要綱第９条第１項の規定により下記のと
おり提出します。 

利 用 日 時 

年  月  日 午前・午後  時  分 

～ 

年  月  日 午前・午後  時  分 

利 用 目 的   

利 用 人 員 人   

利 用 施 設 □ 店舗及び主屋及び土蔵  □ 茶室  □ 居宅  □ 庭園その他（ 区画） 

確

認

事

項 

□ 机、椅子その他の備品等の現状復帰 

□ 利用場所の掃き掃除とごみの始末 

 （ごみは、必ずお持ち帰りの上、処理をお願いします。） 

□ 利用した扉及び窓の鍵の施錠確認 

□ 照明の消灯を確認し、ブレーカーを OFF にする。 

□ 備品、器具等の損傷の有無 

「チ ェ ッ ク を つ け な が ら 確 認 し て く だ さ い。」 

そ

の

他

 

（お気付きの点があればお聞かせください。） 

 

上記のとおり確認しましたので報告します。 

   利用団体名 

   責任者名              電話    

処理欄 
確認日 対応者 

年  月  日  

※注意  確認事項で不備な点があれば再度お願いするか、以後の利用を許可しないことが

ありますのでご留意ください。この報告書は必ず教育委員会に提出してください。 

上三川町生沼家住宅は、皆様のものです。大切に使いましょう。 


